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令和2年I0月30日

鎌倉市二階堂85 1番地

特定非営利活動法人キャッ トネットかまく ら

理 事 長 村田圭四郎様
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認定有効期間更新itf/)3J,r; 

令和元年12月9日に受理いた しました認定特定非営利括動法/,、V,,\ゼ、~1.:U)イ了効期間の更新に

ついては、次のとおり更新すること としましたので、特定北・L:.:;刊活勁促進法第SI条第 5項に

おいて準用する同法第49条第 1項の規定によ り通知します。

認定の有効期間

令和2年 3月11日から令和 7年3月10日まで

※更新前の認定の有効期問：平成27年 3月11日から令和2年 3月10日まで
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この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3

か月以内に、神奈川県知事に対して審査請求をすることができます。

この処分については、上記 1の審査請求を行ったか否かにかかわらず、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、神奈川県を被告として（訴訟におい

て神奈川県を代表する者は神奈川県知事となります。）、横浜地方裁判所に処分の取消し

の訴えを提起することもできます。ただし、上記 1の審査請求をした場合においては、処

分の取消しの訴えを提起することができる期間は、当該密査請求に対する裁決があったこ

とを知った日 の翌Hから起算して6か月以内となります。

合せ先

政策局政策部NPO協働推進課

横浜駐在事務所尾崎
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